
心

二
〇
世
紀
前
半
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
の
イ
ス
ラ
ム
政
策

は
じ
め
に

｜

イ
ス
ラ
ム
改
革
主
義
問
題
を
中
心
と
し
て
ー

　
周
知
の
よ
う
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
い
て
約
三
五
〇
年
に
わ
た
っ
て
続
い
た

オ
ラ
ン
ダ
の
植
民
地
統
治
は
、
い
わ
ゆ
る
ヱ
宍
を
も
っ
て
夷
を
制
す
る
〃
式
の
極

め
て
巧
妙
な
間
接
統
治
の
方
法
を
採
っ
た
。
な
か
で
も
、
そ
の
工
夫
の
最
た
る
も

の
は
、
監
督
官
（
９
Ｒ
「
ｏ
Ｆ
「
」
制
度
で
あ
り
、
任
地
の
あ
ら
ゆ
る
事
情
の
精
通
に

努
力
を
傾
け
た
監
督
官
は
、
「
直
接
命
令
を
下
さ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
発
言

は
、
な
ん
び
と
も
こ
れ
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
『
沈
黙
の
圧
力
』
を
有
し
て
ぃ
だ
）
」

と
も
言
わ
れ
る
く
ら
い
、
支
配
担
当
の
地
域
社
会
に
大
き
な
影
響
力
を
与
え
て
い

た
。
言
わ
ば
、
東
洋
的
な
家
父
長
制
度
の
原
理
を
行
政
機
構
の
中
に
持
ち
込
み
、

そ
れ
が
、
か
な
り
有
効
に
機
能
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
て
い
た
植
民
地
統
治
の
中
に
あ
っ
て
、
十

九
世
紀
末
葉
ま
で
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
イ
ス
ラ
ム
政
策
に
対
し
て
、
あ
ま
り
熱
心
で

は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
と
も
と
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
拠
っ
て
立
つ
基

盤
は
、
独
占
貿
易
で
あ
っ
た
し
、
領
土
支
配
に
移
行
後
は
、
徴
税
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

向
け
商
品
作
物
の
強
制
的
栽
培
に
力
を
注
い
で
き
た
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
豊
か

利
　
光

正
　
文

な
熱
帯
の
土
地
よ
り
、
い
か
に
し
て
多
く
の
富
を
搾
り
取
る
か
が
、
支
配
者
で
あ

る
オ
ラ
ン
ダ
人
達
の
主
た
る
関
心
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教

活
動
に
も
大
し
て
熱
心
で
は
な
か
っ
た
彼
ら
に
す
れ
ば
、
経
済
活
動
の
み
が
そ
の

精
力
を
傾
け
る
対
象
で
あ
り
、
宗
教
問
題
な
ど
あ
ま
り
眼
中
に
な
か
っ
た
の
か
も

知
れ
な
い
。
加
え
て
、
ジ
ャ
ワ
・
イ
ス
ラ
ム
の
性
格
に
も
、
そ
の
一
因
が
求
め
ら

れ
よ
う
。
即
ち
、
二
〇
世
紀
に
至
る
ま
で
、
植
民
地
支
配
の
中
心
が
ジ
ャ
ワ
に
限

ら
れ
て
い
た
条
件
の
下
で
、
こ
の
他
の
イ
ス
ラ
ム
は
、
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
（
正
統
派
）

で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
異
端
的
要
素
を
含
ん
で
い
た
。
そ
の

上
、
土
着
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
も
混
じ
り
合
っ
た
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
（
混
淆
主
義
）

の
傾
向
を
示
し
、
ス
マ
ト
ラ
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
狂
信
的
ス
タ
イ
ル
も
取
ら
な
か

っ
た
た
め
に
、
ジ
ャ
ワ
・
イ
ス
ラ
ム
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
為
政
者
達
に
と
っ
て
は
理

解
し
に
く
い
も
の
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
政
策
は
、
焦
眉
の
急
で
は
な
か
っ
た
と
も

言
え
よ
う
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
イ
ス
ラ
ム
政
策
の
確
立
を
迫
ら
れ
る
の

は
、
十
九
世
紀
、
ス
マ
ト
ラ
に
お
け
る
パ
ド
リ
戦
争
や
ア
チ
ェ
ー
戦
争
に
苦
し
む

よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
三
〇
年
近
く
の
年
月
を
費
し
た
ア
チ

ェ
ー
戦
争
は
、
戦
死
者
・
戦
費
等
最
大
規
模
の
も
の
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
に
対
す
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る
オ
ラ
ン
ダ
人
の
認
識
不
足
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
格
好
と
な
っ
た
。
勿
論
、
ジ
ャ

ワ
で
も
十
九
世
紀
後
半
、
イ
ス
ラ
ム
の
指
導
者
を
中
核
と
す
る
地
方
反
乱
が
散
発

し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
時
期
、
ま
さ
に
タ
イ
ム
リ
ー
に
出
現
し
て
き
た
の
が
、

天
才
的
な
イ
ス
ラ
ム
学
者
ス
ヌ
ッ
ク
＝
フ
ル
フ
ロ
ニ
エ
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
ア
チ

エ
ー
戦
争
に
お
い
て
数
々
の
適
切
な
助
言
を
行
な
う
と
共
に
、
一
八
八
九
年
よ
り

十
七
年
間
、
植
民
地
政
庁
で
イ
ス
ラ
ム
問
題
の
最
高
責
任
者
と
し
て
の
地
位
に
あ

り
、
宗
教
政
策
の
基
本
原
則
を
構
築
し
た
。
彼
以
後
の
イ
ス
ラ
ム
政
策
は
、
そ
の

基
本
線
を
ほ
ぽ
踏
襲
し
て
行
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
別
の
面
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
彼
の
登
場
以
前
を
、
単
に
イ
ス
ラ
ム

政
策
欠
如
の
時
期
と
し
て
片
づ
け
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
は
、
疑
問
が
残
る
。
例

え
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
植
民
地
統
治
者
た
る
オ
ラ
ン
ダ
人
が
、
一
般
の
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
人
に
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
二
つ
の
勢
力
、
つ
ま
り
、
土
着
の
世
俗
的
支
配

者
層
と
キ
ャ
イ
（
ィ
ス
ラ
ム
教
師
）
を
中
心
と
す
る
イ
ス
ラ
ム
の
指
導
者
層
、
こ
の
ど

ち
ら
を
間
接
統
治
の
手
先
と
し
て
利
用
す
る
か
、
と
言
う
政
治
上
の
テ
ク
ニ
ッ

ク
の
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ち
な
み
に
、
前
者
の
上
に
乗
っ

か
っ
た
の
が
オ
ラ
ン
ダ
の
植
民
地
支
配
で
あ
り
、
後
者
を
徹
底
的
に
利
用
し
よ
う

と
し
た
の
が
、
日
本
軍
政
で
あ
っ
た
。

　
け
れ
ど
も
、
ス
ヌ
ッ
ク
＝
フ
ル
フ
ロ
ニ
エ
以
前
の
イ
ス
ラ
ム
政
策
に
つ
い
て
の

詳
細
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、
本
稿
で
は
、
先
ず
、
彼
の
イ
ス
ラ
ム

政
策
の
内
容
に
つ
い
て
見
て
ゆ
こ
う
と
思
う
。
次
に
、
イ
ス
ラ
ム
改
革
主
義
問
題

に
対
す
る
植
民
地
政
庁
の
対
応
の
仕
方
を
検
討
す
る
。
特
に
、
改
革
主
義
問
題
に

焦
点
を
定
め
な
が
ら
、
オ
ラ
ン
ダ
の
イ
ス
ラ
ム
政
策
の
特
質
に
つ
い
て
、
若
干
の
考

察
を
試
み
た
い
。
た
だ
し
、
本
橋
は
、
イ
ス
ラ
ム
改
革
主
義
運
動
史
研
究
の
た
め

の
基
礎
的
研
究
の
一
端
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
の
植
民
地
政
策
の
体
系

的
研
究
を
行
う
た
め
の
イ
ス
ラ
ム
政
策
の
検
討
で
は
な
い
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め

断
わ
っ
て
お
き
た
い
。

-

ス
ヌ
ッ
ク
＝
フ
ル
フ
ロ
ニ
エ
の
イ
ス
ラ
ム
政
策

　
一
八
五
四
年
、
蘭
領
東
イ
ン
ド
統
治
法
（
｛
乱
i
s
c
h
e

S
t
a
a
t
s
e
r
g
l
e
m
e
n
t
｝
が
制
定
さ

れ
、
オ
ラ
ン
ダ
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
植
民
地
統
治
は
、
よ
り
組
織
的
か
つ
合
理
的
に

運
営
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
植
民
地
政
庁
の
中
で
、
植
民
地
問
題
及
び
イ
ス
ラ

ム
政
策
を
担
当
す
る
部
署
と
し
て
作
ら
れ
た
の
が
、
原
住
民
事
務
局
（
回
艮
呂
「

v
o
o
rl
n
l
a
n
d
s
c
h
e

Z
a
k
e
n
」
で
あ
っ
た
。
植
民
地
政
策
研
究
で
多
く
の
業
績
を
残
し

た
ブ
ス
ケ
に
よ
る
と
、
こ
の
役
所
は
、
若
干
数
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
官
吏
を
中
心
に
、

原
住
民
官
吏
と
ア
ラ
ビ
ア
人
の
そ
れ
よ
り
構
成
さ
れ
、
イ
ス
ラ
ム
問
題
が
そ
の
仕

事
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
局
の
長
官
は
、
い
ろ
ん
な
地
域
に
た

え
ず
視
察
旅
行
を
く
り
返
し
て
、
宗
教
界
を
中
心
と
す
る
要
人
達
と
接
触
を
持
っ

た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
国
内
情
勢
に
精
通
し
、
総
督
に

対
し
て
宗
教
政
策
の
助
言
を
行
っ
た
と
言
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
長
官
は
総
督
の

ブ
レ
ー
ン
と
し
て
イ
ス
ラ
ム
政
策
に
タ
ッ
チ
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
れ
と
は
別
に
も
う
一
つ
、
地
方
の
機
関
と
し
て
イ
ス
ラ
ム
の
宗
教
裁
判
所
が

設
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
各
地
方
裁
判
所
内
に
イ
ス
ラ
ム
の
宗
教
裁
判
所
を
並
置

し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
の
イ
ス
ラ
ム
宗
務
役
人
プ
ン
フ
ル
（
召
函
ｌ
ａ
ｏ
Ｑ
）
に
司
法

権
の
一
部
を
認
め
る
と
言
う
も
の
で
、
一
八
八
二
年
よ
り
、
ジ
ャ
ワ
及
び
マ
ド
ウ

ラ
で
宗
教
裁
判
を
実
施
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
の
統
治
法
の
み
で
は
律
し
き
れ
な
い
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
社
会
の
複
雑
さ
に
気
づ
い
た
措
置
で
あ
る
が
、
か
な
り
の
成
功
を
収

め
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
十
九
世
紀
半
ば
よ
り
、
対
イ

ス
ラ
ム
政
策
は
か
な
り
体
系
化
さ
れ
る
と
共
に
、
具
体
的
プ
ラ
ン
が
実
行
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
政
策
と
い
う
名
の
船
が
新
た
な
進
路
に

向
っ
て
船
出
し
、
そ
の
梶
取
り
を
し
て
名
船
長
ぶ
り
を
い
か
ん
な
く
発
揮
し
た
の

が
、
ス
ヌ
ッ
ク
＝
フ
ル
フ
ロ
ニ
エ
で
あ
っ
た
。

　
十
九
世
紀
の
末
期
（
一
八
八
九
年
）
、
原
住
民
事
務
局
長
官
に
就
任
し
た
ス
ヌ
ツ
ク

＝
フ
ル
フ
ロ
ニ
エ
は
、
ラ
イ
デ
ン
大
学
で
神
学
、
東
洋
諸
語
を
マ
ス
タ
ー
し
た
後
、

へ
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中
東
諸
国
を
回
り
な
が
ら
、
ア
ラ
ビ
ア
の
ジ
ッ
ダ
と
メ
ッ
カ
に
一
年
間
滞
在
し
た
、

当
時
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
は
極
め
て
稀
な
体
験
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
間
の

研
究
を
大
著
『
メ
ッ
カ
』
（
一
ハ
ハ
ハ
ー
八
九
年
）
に
集
約
し
た
彼
は
、
イ
ス
ラ
ム
学

者
と
し
て
の
不
動
の
名
声
を
勝
ち
得
た
ば
か
り
で
な
く
、
植
民
地
政
庁
の
対
イ
ス

ラ
ム
政
策
最
高
責
任
者
、
つ
ま
り
、
行
政
官
と
し
て
も
非
凡
な
才
能
を
持
っ
て
い

（
胆　

さ
て
、
原
住
民
事
務
局
長
官
と
な
っ
た
ス
ヌ
ッ
ク
＝
フ
ル
フ
ロ
ニ
エ
は
、
オ
ラ

ン
ダ
人
達
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
イ
ス
ラ
ム
に
対
す
る
誤
解
と
偏
見
を
取
り
除
く
こ

と
か
ら
始
め
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
十
九
世
紀
に
な
っ
て
多
発
す
る
イ
ス
ラ
ム

を
旗
印
と
し
た
反
乱
、
と
り
わ
け
ア
チ
ェ
ー
戦
争
に
手
を
焼
い
て
、
オ
ラ
ン
ダ
人

の
イ
ス
ラ
ム
観
が
微
妙
な
変
化
を
き
た
し
、
特
に
熱
狂
的
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
対
す

る
恐
怖
心
が
醸
成
さ
れ
て
き
た
。
従
っ
て
、
ス
ヌ
ッ
ク
＝
フ
ル
フ
ロ
ニ
エ
は
、
イ

ス
ラ
ム
政
策
の
系
統
化
と
具
体
的
な
個
々
の
事
象
を
説
明
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、
い

わ
れ
な
き
恐
怖
心
を
除
去
し
て
行
っ
た
。
例
え
ば
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ム
ス
リ
ム

の
大
多
数
や
、
彼
ら
の
間
に
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
キ
ャ
イ
や
ウ
ラ
マ
ー
（
法
学
者
）

達
は
、
異
教
徒
支
配
に
対
す
る
筋
金
入
り
の
敵
で
は
な
く
、
殆
ん
ど
は
平
和
を
愛

す
る
穏
健
な
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
と
説
き
明
か
し
た
。
し
か
し
、
反
面
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
の
イ
ス
ラ
ム
を
、
宗
教
的
・
政
治
的
に
不
当
に
低
く
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
、

と
も
主
張
し
た
。
要
す
る
に
、
恐
れ
す
ぎ
る
必
要
は
な
い
が
、
さ
り
と
て
油
断
は

禁
物
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
ア
ダ
ッ
ト
（
慣
習
法
）
と
シ
ャ
リ
ー
ア
（
ィ

ス
ラ
ム
法
）
と
の
関
係
を
正
し
く
分
析
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
社
会
に
お
け
る
ア
ダ

ッ
ト
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。
即
ち
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
の
生
活
を
規
定
す
る
法

に
お
い
て
は
、
イ
ス
ラ
ム
法
が
婚
姻
と
家
族
法
を
受
け
持
ち
、
そ
の
他
は
ア
ダ
ッ

ト
が
規
制
し
て
い
る
と
説
い
た
。
も
と
も
と
、
ジ
ャ
ワ
の
村
落
は
デ
サ
（
村
落
共
同

体
）
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
一
独
立
国
に
比
肩
さ
れ
る
く
ら
い
閉
鎖
性
の
強
い
社

会
で
あ
っ
た
。
こ
の
デ
サ
と
慣
習
（
法
）
と
の
関
係
を
、
ブ
ー
ケ
は
、
そ
の
古
典
的

名
著
『
ジ
ャ
ワ
村
落
論
』
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
慣
習
及
び
伝

統
が
形
式
的
権
力
機
関
至
毫
も
必
要
と
し
な
い
の
は
、
慣
習
や
伝
統
は
、
自
発
的
、

暗
黙
的
、
無
形
式
的
の
内
的
秩
序
を
有
し
、
そ
の
秩
序
が
共
同
体
に
依
っ
て
維
持

さ
れ
る
が
故
で
あ
る
。
」
と
。
こ
の
よ
う
に
、
ジ
ャ
ワ
に
限
ら
ず
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人

社
会
の
中
で
果
す
慣
習
法
の
役
割
は
、
極
め
て
大
き
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ

が
イ
ス
ラ
ム
法
と
の
関
わ
り
で
持
つ
意
味
は
ス
ヌ
ッ
ク
＝
フ
ル
フ
ロ
ニ
エ
以
前
に

は
殆
ん
ど
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
訳
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
観
点
に
立
ち
な
が
ら
、
彼
は
イ
ス
ラ
ム
政
策
の
核
心
へ
と
我
々

を
導
い
て
ゆ
く
。
ス
ヌ
ッ
ク
＝
フ
ル
フ
ロ
ニ
エ
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
イ
ス
ラ
ム

に
つ
い
て
見
る
場
合
、
二
つ
の
部
分
に
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
力
説

し
た
。
一
つ
は
、
宗
教
的
に
、
他
の
一
つ
は
、
政
治
的
に
、
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

イ
ス
ラ
ム
教
徒
達
が
、
純
粋
に
宗
教
生
活
の
中
の
み
に
留
ま
る
か
、
あ
る
い
は
、

そ
の
枠
を
踏
み
越
え
て
政
治
運
動
に
乗
り
出
し
て
ゆ
く
の
か
、
そ
の
見
極
め
を
厳

密
に
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ム
ス
リ
ム
遠
が
植
民

地
支
配
に
脅
威
を
与
え
な
い
限
り
に
お
い
て
は
、
宗
教
に
対
す
る
寛
容
さ
こ
そ
、

平
和
と
安
全
に
と
っ
て
の
最
善
の
道
で
あ
る
、
と
彼
は
説
い
た
。
し
か
し
、
一
方

で
、
植
民
地
支
配
を
脅
か
す
懸
念
の
あ
る
い
か
な
る
些
細
な
徴
候
で
も
、
そ
れ
に

対
七
て
は
、
断
固
、
力
で
戦
っ
て
ゆ
く
こ
と
の
重
要
さ
を
警
告
す
る
こ
と
も
忘
れ

て
は
い
な
い
。
端
的
に
言
え
ば
、
。
あ
め
と
ム
チ
な
乞
使
い
分
け
る
や
り
方
で
あ

っ
た
。
ブ
ス
ケ
の
解
釈
に
従
え
ば
、
「
宗
教
上
に
は
寛
容
を
以
て
臨
み
、
進
歩
に
は

好
意
的
中
立
を
持
し
、
政
治
ｉ
宗
教
関
係
の
運
動
は
弾
圧
す
る
」
と
言
う
三
原
則

に
な
る
。
こ
の
文
章
中
の
「
進
歩
」
と
言
う
言
葉
は
、
「
イ
ス
ラ
ム
改
革
主
義
」
に

置
き
換
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ス
ヌ
ッ
ク
ｏ
フ
ル
フ
ロ
ニ
エ
の
持
つ
も
う
一
つ
の
側
面
は
、
倫
理

政
策
派
官
僚
と
し
て
の
立
場
で
あ
ろ
う
。
オ
ラ
ン
ダ
人
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
被

保
護
者
の
物
質
的
、
精
神
的
な
福
祉
に
と
っ
て
の
道
徳
上
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
、

と
の
認
識
を
持
つ
彼
は
、
ム
ス
リ
ム
遠
の
進
歩
的
な
動
き
に
対
し
て
は
か
な
り
の

理
解
を
示
し
、
暖
か
く
見
守
っ
て
ゆ
こ
う
と
の
態
度
を
と
る
。
従
っ
て
、
ス
ヌ
ッ

ク
＝
フ
ル
フ
ロ
ニ
エ
が
イ
ス
ラ
ム
の
改
革
主
義
的
な
考
え
に
好
意
を
示
し
、
が
ん

明
で
狂
信
的
な
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
政
治
的
動
き
に
は
断
固
た
る
姿
勢
で
臨
ん
だ
こ
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と
と
は
裏
腹
に
、
進
歩
的
ム
ス
リ
ム
の
出
現
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
も
あ
れ
、
ス
ヌ
ッ
ク
リ
フ
ル
フ
ロ
ニ
エ
の
イ
ス
ラ
ム
政
策
の
特
徴
は
、
先
ず
、

そ
の
豊
富
な
知
識
と
学
問
的
研
究
の
深
さ
か
ら
く
る
、
イ
ス
ラ
ム
の
本
質
を
突
い

た
説
得
力
で
あ
っ
た
。
正
し
く
知
る
こ
と
が
、
統
治
の
第
一
条
件
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
次
に
、
あ
め
と
ム
チ
を
巧
み
に
使
い
分
け
る
す
ぐ
れ
た
行
政
感
覚
か
ら
出

た
現
実
的
政
策
。
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
倫
理
政
策
派
官
僚
と
し
て
の
理
想

家
肌
的
一
面
。
つ
ま
り
、
硬
軟
を
合
わ
せ
持
つ
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
政
策
で
あ

っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
思
う
に
、
彼
が
原
住
民
事
務
局
の
長
官
を
務
め

た
十
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
時
期
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
史
、

正
し
く
言
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
史
の
上
で
、
一
大
転
換
点
で
あ
っ
た
よ
う
に
思

え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
十
九
世
紀
後
半
は
各
地
で
反
乱
が
起
こ
り
、
二
〇
世
紀
前
半

は
民
族
主
義
運
動
が
燎
原
の
火
の
よ
う
に
広
が
っ
て
ゆ
き
、
植
民
地
統
治
に
と
っ

て
は
最
も
困
難
な
時
代
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
析
、
ス
ヌ
ッ
ク
＝
フ

ル
フ
ロ
ニ
エ
と
言
う
天
才
的
な
人
物
を
得
た
こ
と
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
植
民
地
統
治

の
た
め
に
は
極
め
て
幸
運
な
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
は
、
名
著
『
ア

チ
ェ
ー
人
』
の
最
後
の
章
、
「
イ
ス
ラ
ム
の
未
来
」
と
題
す
る
項
で
、
「
…
…
（
一
朋
略
）

…
…
イ
ス
ラ
ム
の
最
後
の
政
治
上
の
砦
は
、
恐
ら
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
影
響
を
受

け
続
け
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
程
度
の
劣
っ
た
イ
ス
ラ
ム
教
徒
達
は
、
強
力
な
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
人
政
府
の
支
配
に
服
従
さ
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
結
ん
で
い
る
。
ま
さ
に

彼
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
優
越
を
信
じ
て
疑
う
こ
と
の
な
い
倫
理
政
策
派
官
僚

で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
優
位
を
確
信
し
て
い
た
偉
大
な
イ
ス
ラ
ム
学
者
で
も
あ

っ
た
。

　
　
　
　
ニ
　
イ
ス
ラ
ム
改
革
主
義
問
題

　
　
　
　
　
‥
［
‥
　
倫
理
政
策

　
オ
ラ
ン
ダ
女
王
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ミ
ナ
は
、
一
九
〇
一
年
九
月
、
オ
ラ
ン
ダ
は
東
イ

ン
ド
に
道
徳
的
責
務
を
負
う
と
表
明
し
、
「
倫
理
政
策
(
E
t
h
i
s
c
h
e

P
o
l
i
t
i
e
k
）
」
が
開

始
さ
れ
た
。
こ
の
政
策
の
中
心
は
、
イ
ン
ド
畔
シ
ア
人
の
福
祉
の
向
上
、
地
方
分

権
の
推
進
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
等
に
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
政
策
の
根
底
を
な

す
考
え
方
は
、
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
優
位
に
裏
打
ち
さ
れ
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
教

化
、
即
ち
、
西
欧
化
＝
文
明
化
と
い
う
尺
度
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
倫

理
政
策
全
般
に
わ
た
っ
て
ふ
れ
る
余
裕
が
な
い
の
で
、
イ
ス
ラ
ム
政
策
の
み
に
絞

っ
て
考
察
を
進
め
る
。

　
ス
ヌ
ッ
ク
＝
フ
ル
フ
ロ
ニ
エ
の
イ
ス
ラ
ム
政
策
の
根
本
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

宗
教
と
政
治
を
完
全
に
切
り
離
し
て
考
え
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
そ

れ
以
後
も
、
植
民
地
政
庁
の
京
教
に
対
す
る
態
度
は
公
正
無
私
、
他
人
の
公
序
良

俗
を
損
わ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
信
教
の
完
全
な
る
自
由
を
認
め
た
。
イ
ス
ラ
ム

に
つ
い
て
も
全
く
同
様
で
あ
り
、
他
人
に
害
を
及
ぼ
さ
な
け
れ
ば
、
当
局
は
、
何

ら
義
務
を
課
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
又
、
ス
エ
ズ
運
河
開
通
（
一
八
六
九
年
）
以
後

急
増
し
た
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
メ
ッ
カ
巡
礼
に
対
し
て
も
、
あ
ま
り
制
限
を
加
え
て

は
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
従
来
の
方
針
ど
お
り
、
キ
ャ
イ
を
中
心
と
す
る
イ

ス
ラ
ム
指
導
者
層
が
政
治
と
関
わ
り
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
注
意
を
怠
ら
な

か
っ
た
。
地
方
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
キ
ャ
イ
は
プ
サ
ン
ト
レ
ン
（
イ
ス
ラ
ム
塾
）

を
経
営
し
、
各
村
落
か
ら
の
篤
信
の
家
庭
の
子
弟
を
集
め
、
コ
土
フ
ン
や
マ
ホ
メ

ッ
ト
の
伝
承
に
つ
い
て
講
義
し
た
。
学
生
達
は
プ
サ
ン
ト
レ
ン
で
一
定
期
間
共
同

生
活
を
送
り
、
終
了
し
て
村
に
帰
る
と
サ
ン
ト
リ
（
ィ
ス
ラ
ム
に
敬
虔
な
者
）
と
し
て

村
人
の
尊
敬
を
集
め
た
。
そ
こ
で
、
教
え
子
で
あ
る
サ
ン
ト
リ
達
と
の
強
い
絆
を

保
ち
な
が
ら
、
キ
ャ
イ
は
、
村
落
内
で
の
精
神
的
指
導
者
と
し
て
隠
然
た
る
影
響

力
を
持
つ
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
、
植
民
地
政
庁
は
、
キ
ャ
イ
達
を
宗
教
の
世
界
の

中
に
押
し
込
め
て
お
く
こ
と
に
腐
心
し
た
の
で
あ
る
。
倫
理
政
策
に
お
い
て
は
、

ス
ヌ
ッ
ク
＝
フ
ル
フ
ロ
ニ
エ
の
政
策
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
。

　
次
に
、
イ
ス
ラ
ム
改
革
主
義
問
題
に
つ
い
て
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ブ
ス
ケ

は
、
「
そ
の
宣
伝
流
布
す
る
所
が
少
く
と
も
結
果
に
於
て
反
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
で
且
つ

反
植
民
政
策
的
で
あ
る
事
は
、
い
な
み
難
い
」
と
述
べ
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
立
場
か

ら
改
革
主
義
に
関
し
て
は
懐
疑
的
態
度
を
取
り
つ
つ
、
「
そ
の
政
策
の
実
体
は
、
革
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｀心

新
主
義
者
の
宣
伝
に
対
し
て
何
等
の
束
縛
を
加
え
ぬ
と
こ
ろ
に
在
る
の
で
あ
る
。
」

と
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
政
策
に
つ
い
て
も
批
判
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
ブ
ス
ケ

の
こ
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
イ
ス
ラ
ム
改
革
主
義
の
著
名
な
研
究
家
Ｄ
・
ヌ
ル
が
。

　
「
ブ
ス
ケ
は
、
こ
の
結
論
を
十
分
な
事
実
確
認
を
す
る
こ
と
な
し
に
導
き
出
し
て

い
る
。
」
と
語
り
首
肯
し
て
い
な
い
。
ヌ
ル
に
よ
れ
ば
、
純
粋
に
宗
教
的
な
問
題
で

も
改
革
主
義
者
達
は
満
足
な
自
由
を
得
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
彼
ら

の
タ
ブ
ラ
イ
（
説
教
活
動
）
は
、
し
ば
し
ば
解
散
さ
せ
ら
れ
た
し
、
マ
ド
ラ
サ
（
ィ
ス

ラ
ム
学
校
）
の
多
く
は
運
営
を
禁
止
さ
れ
、
教
師
達
の
多
く
も
教
え
る
こ
と
を
禁
じ

ら
れ
、
ム
バ
ラ
イ
（
伝
道
活
動
）
も
た
び
た
び
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
と
言
う
。
さ
ら
に
、

イ
ス
ラ
ム
教
師
の
活
動
に
つ
い
て
も
う
少
し
み
て
み
る
と
、
植
民
地
政
庁
は
一
九

〇
五
年
に
教
師
条
例
(
G
o
e
r
o
e
‐
o
r
d
o
n
n
a
n
t
i
e
)
を
制
定
し
、
二
五
年
に
は
、
よ
り
細

か
い
規
定
を
加
え
て
再
発
令
し
て
い
る
。
こ
の
条
例
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
師
の
教
育

活
動
を
管
理
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
プ
サ
ン
ト
レ
ン
や
マ
ド
ラ
サ
の
教
師
達
に

登
録
の
義
務
を
課
し
、
当
局
の
意
図
に
反
す
る
こ
と
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
教
育

活
動
を
停
止
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
公
序
良
俗
の
見
地
か
ら
、

す
べ
て
の
グ
ル
（
教
師
）
は
、
最
高
二
年
間
に
わ
た
り
、
教
授
を
行
う
事
を
当
局
に

よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
定
め
ら
れ
て
お
り
（
こ
の
場
合
の

グ
ル
は
イ
ス
ラ
ム
教
師
を
さ
す
）
、
教
育
活
動
に
も
一
定
の
粋
が
は
め
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
分
る
。

　
そ
れ
か
ら
、
政
治
運
動
に
関
し
て
は
、
同
じ
く
一
九
二
五
年
に
公
布
さ
れ
た
蘭

領
束
印
度
立
法
行
政
法
(
W
e
t

o
p
d
e
S
t
a
a
t
s
i
n
r
i
c
h
t
i
n
g

v
a
nN
e
d
e
r
l
a
n
d
s
c
h
‐
l
n
d
丞

に
お
い
て
、
そ
の
規
制
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
上
の
結

社
は
、
植
民
地
政
庁
の
許
可
を
必
要
と
し
（
秘
密
結
社
を
認
め
ず
）
、
蘭
領
束
イ
ン
ド

の
公
的
秩
序
を
乱
す
行
為
は
厳
し
く
取
り
締
ま
る
。
又
、
公
的
な
集
会
は
、
た
と

え
普
通
の
討
論
で
あ
っ
て
も
、
も
よ
り
の
地
方
政
庁
に
届
け
を
出
す
こ
と
が
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
イ
ス
ラ
ム
改
革
主
義
者
に
何
ら
制
限
を
加
え
な
か

っ
た
と
す
る
ブ
ス
ケ
の
見
解
は
、
今
一
つ
説
得
力
を
欠
く
よ
う
に
思
え
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
も
う
少
し
個
々
の
事
例
を

見
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
節
に
お
い
て
は
、
イ
ス
ラ
ム
同
盟
と
ム
ハ
マ
デ

ィ
ヤ
ー
に
対
す
る
、
植
民
地
政
庁
の
対
応
の
仕
方
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
�
　
対
イ
ス
ラ
ム
改
革
主
義
団
体

　
民
族
的
伝
統
産
業
で
あ
る
バ
テ
ィ
ッ
ク
業
へ
の
華
僑
資
本
の
進
出
に
対
抗
し

て
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
・
バ
イ
テ
ン
ソ
ル
フ
・
ソ
ロ
で
設
立
さ
れ
て
い
た
イ
ス
ラ
ム
商

業
同
盟
が
、
一
九
こ
一
年
の
九
月
、
ス
ラ
バ
ヤ
に
お
い
て
イ
ス
ラ
ム
同
盟
(
S
a
r
e
k
a
t

｛
訃
ョ
｝
と
し
て
再
組
織
さ
れ
た
。
イ
ス
ラ
ム
同
盟
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ

/
9
M

r
w
s
1
1
r
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s
l
s
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４
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M
‐
。
t
l
g
y
y

n
l
j
l
t
l
l

か
の
見
方
が
あ
る

Ｔ
几
一
五
年
頃
よ
り
政
治
運
動
へ
の
傾
斜
を
強
め
、
民
族
主

義
運
動
の
指
導
的
勢
力
と
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
は
、
組
織
内
諸
グ

ル
ー
プ
の
統
一
の
理
念
と
し
て
の
役
割
り
し
か
果
さ
な
く
な
り
、
左
翼
思
想
が
前

面
に
押
し
出
さ
れ
て
く
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
す
る
の
は
そ
の
頃
の
事
で

は
な
く
、
ご
く
初
期
の
、
改
革
主
義
団
体
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る

時
期
で
あ
る
。
一
九
回
二
年
の
一
月
、
ス
ラ
バ
ヤ
で
開
催
さ
れ
た
第
一
回
大
会
に

お
い
て
同
盟
委
員
長
チ
ョ
ク
ロ
ア
ミ
ノ
ト
が
、
イ
ス
ラ
ム
同
盟
の
基
本
姿
勢
や
規

約
に
つ
い
て
演
説
を
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
チ
ョ
ク
ロ
は
先
ず
、
イ
ス
ラ
ム
同

盟
は
政
治
団
体
（
政
党
）
で
は
な
く
、
混
乱
と
破
壊
を
め
ざ
す
団
体
で
も
な
い
、
と

語
り
、
そ
の
非
政
治
性
を
強
調
し
て
い
る
。
続
け
て
彼
は
、
こ
の
組
織
の
活
動
目

的
の
Ｉ
つ
が
、
法
律
と
イ
ス
ラ
ム
の
慣
習
と
に
一
致
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
に
関
す
る

誤
れ
る
理
解
に
反
対
し
、
原
住
民
の
間
に
宗
教
的
生
活
を
促
進
す
る
こ
と
、
と
述

べ
て
い
る
。
こ
の
イ
ス
ラ
ム
に
関
す
る
誤
れ
る
理
解
の
内
容
や
、
ど
の
よ
う
な
宗

数
的
生
活
を
促
進
し
て
い
く
の
か
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
定
か
で
な
い
。

そ
こ
で
、
イ
ス
ラ
ム
同
盟
を
宗
教
運
動
の
団
体
で
は
な
い
と
す
る
見
方
も
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
創
立
期
の
こ
の
団
体
は
、
イ
ス
ラ
ム
と
い
う
旗
印
を
高
々
と
掲
げ
て

お
り
、
し
か
も
、
そ
れ
以
前
の
イ
ス
ラ
ム
が
誤
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て

い
る
。
加
え
て
、
そ
の
構
成
員
の
中
に
イ
ス
ラ
ム
の
進
歩
的
指
導
者
達
が
か
な
り

の
比
重
を
占
め
て
い
る
の
で
、
出
発
点
に
お
い
て
は
、
改
革
主
義
団
体
と
考
え
て

も
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
イ
ス
ラ
ム
同
盟
は
一
九
回
一
年
の
十
一
月
、
植
民
地
政
庁
に
団
体
と
し

-
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て
の
承
認
を
申
請
す
る
。
年
が
あ
け
て
十
三
年
の
六
月
三
〇
日
、
倫
理
政
策
派
総

督
イ
デ
ン
ブ
ル
フ
は
、
こ
の
問
題
に
回
答
を
出
す
。
し
か
し
、
そ
の
中
味
は
、
イ

ス
ラ
ム
同
盟
を
申
請
ど
お
り
一
つ
の
団
体
と
し
て
承
認
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の

地
方
支
部
を
各
個
別
々
に
承
認
し
て
ゆ
く
、
と
言
う
変
則
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

当
時
、
ジ
ャ
ワ
各
地
に
イ
ス
ラ
ム
同
盟
の
支
部
が
誕
生
し
て
い
た
が
、
分
家
の
み

を
バ
ラ
バ
ラ
に
認
め
て
、
そ
の
本
家
を
認
め
な
い
と
い
う
不
自
然
さ
の
中
に
、
イ

デ
ブ
ル
フ
を
中
心
と
す
る
倫
理
政
策
派
官
吏
達
の
苦
肉
の
策
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

二
年
後
、
中
央
イ
ス
ラ
ム
同
盟
（
イ
ス
ラ
ム
同
盟
本
部
）
が
承
認
さ
れ
る
。
こ
う
し
た

一
連
の
政
庁
側
の
対
処
の
仕
方
を
見
る
時
、
寛
容
さ
を
旨
と
す
る
倫
理
政
策
派
の

と
ま
ど
い
と
共
に
、
団
体
の
性
格
を
慎
重
に
見
極
め
よ
う
と
す
る
、
植
民
地
統
治

者
の
。
待
ち
の
姿
勢
〃
も
明
白
と
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
植
民
地
政
庁
は
、
こ

の
団
体
が
次
第
に
左
傾
化
す
貼
と
警
戒
を
強
め
、
一
九
一
九
年
の
七
月
、
西
ジ
ャ

ワ
で
起
こ
っ
た
チ
マ
レ
メ
事
件
を
直
接
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
弾
圧
へ
乗
り
出
し

て
ゆ
く
。
こ
の
後
、
同
盟
は
左
翼
主
義
者
を
追
放
し
、
イ
ス
ラ
ム
改
革
主
義
者
ア

グ
ス
＝
サ
リ
ー
ム
を
中
心
的
な
指
導
者
と
す
る
イ
ス
ラ
ム
団
体
と
し
て
の
性
格
を

濃
厚
に
有
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
次
に
、
イ
ス
ラ
ム
改
革
主
義
団
体
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
‐
（
M
u
h
a
m
m
a
d
i
y
a
h
）
を
見

て
み
た
い
。
こ
の
団
体
は
、
一
九
Ｔ
一
年
の
十
一
月
十
八
日
、
キ
ャ
イ
＝
ハ
ジ
＝

ア
フ
マ
ド
＝
ダ
フ
ラ
ン
に
よ
っ
て
、
中
部
ジ
ャ
ワ
の
古
都
ジ
ョ
ク
ジ
ャ
カ
ル
タ
に

設
立
さ
れ
た
。
ダ
フ
ラ
ン
は
、
翌
十
二
月
二
〇
日
、
植
民
地
政
庁
に
団
体
許
可
願

を
提
出
す
る
。
そ
の
時
政
庁
に
出
さ
れ
た
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
ー
の
活
動
目
的
は
、
①

ジ
ャ
ワ
と
マ
ド
ゥ
ラ
の
人
々
の
間
に
イ
ス
ラ
ム
の
宗
教
的
教
え
を
広
め
る
、
②
正

規
の
メ
ン
バ
ー
は
ジ
ャ
ワ
と
マ
ド
ゥ
ラ
出
身
の
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
、
の
二
つ
で
あ

っ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ジ
ョ
ク
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
レ
シ
デ
ン
ト
（
理
事
官
）
リ

ー
フ
リ
ン
ク
と
原
住
民
問
題
顧
問
官
(
g
a
u
v
e
m
e
m
e
n
ta
d
v
i
s
e
u
r

v
o
o
r
i
n
l
a
n
d
s
c
h
e

z
a
k
e
n
）
リ
ン
ケ
ス
は
、
ほ
ぼ
同
意
見
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
総
督
に
対
し
て
、
こ
の

団
体
の
活
動
で
き
る
範
囲
を
そ
の
生
誕
の
地
ジ
ョ
ク
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
限
る
こ
と
、

を
助
言
し
た
。
た
だ
し
、
リ
ン
ケ
ス
は
、
後
年
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
ー
の
支
部
が
ジ
ョ

ク
ジ
ャ
カ
ル
タ
以
外
の
地
に
誕
生
し
た
時
に
は
、
そ
れ
を
認
め
る
だ
け
の
度
量
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

広
さ
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
く
べ
き
こ
と
も
進
言
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
提
言

を
ふ
ま
え
、
総
督
は
一
九
一
四
年
の
八
月
二
二
日
、
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
ー
を
認
可
し

た
。
し
か
し
、
ダ
フ
ラ
ン
が
提
出
し
た
活
動
目
的
は
、
政
庁
に
よ
っ
て
、
①
ジ
ョ

ク
ジ
ャ
カ
ル
タ
地
区
(
r
e
s
i
d
e
n
t
i
e

J
o
g
j
a
k
a
r
t
a
)
の
住
民
の
間
に
イ
ス
ラ
ム
の
宗
教

的
教
え
を
広
め
る
、
②
そ
の
メ
ン
バ
ー
間
の
宗
教
生
活
の
促
進
、
と
い
う
具
合
い

に
修
正
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
六
年
後
の
一
九
二
〇
年
八
月
、
そ
の
活
動
範
囲
拡
大

を
認
め
ら
れ
、
そ
の
目
的
を
①
蘭
領
東
イ
ン
ド
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
教
の
教
義
の

教
育
と
学
習
の
促
進
、
（
②
は
修
正
時
と
同
じ
）
と
変
え
た
。

　
こ
の
改
革
主
義
団
体
に
対
す
る
植
民
地
政
庁
の
対
応
の
仕
方
は
、
ム
ハ
マ
デ
ィ

ヤ
ー
の
研
究
者
ア
ル
フ
ィ
ア
ン
の
指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
イ
ス
ラ
ム
同
盟
へ

の
そ
れ
と
奇
妙
に
符
合
し
て
い
る
。
即
答
を
避
け
、
な
る
べ
く
長
び
か
せ
な
が
ら

監
視
を
続
け
、
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
事
に
処
し
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
よ

う
に
も
思
え
る
。
勿
論
、
あ
く
ま
で
も
慎
重
に
、
細
心
の
注
意
を
払
い
な
が
ら
。
　
↑

一
例
を
上
げ
る
と
、
少
し
時
代
が
下
が
る
け
れ
ど
も
、
一
九
三
四
年
の
七
月
に
ジ
　
づ

ョ
ク
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
開
か
れ
た
第
二
三
回
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
ー
大
会
に
つ
い
て
の
官

吏
に
よ
る
中
央
政
庁
へ
の
報
告
書
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
本
部
委
員
長
に
選
出

さ
れ
た
ハ
ジ
・
ヒ
シ
ャ
ム
に
つ
い
て
こ
の
報
告
書
は
、
「
何
度
か
の
争
い
の
後
、
ハ

ジ
・
ヒ
シ
ャ
ム
が
委
員
長
に
選
出
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
幸
運
な
選
択
と
考
え

ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
、
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
ー
の
幹
部
達
の
中
で
は
穏
健
派
の

∵
人
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
と
伝
え
て
い
る
。
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
ー
の
動
向
に
、
耳
を
そ

ば
だ
て
て
い
る
政
庁
側
の
様
子
が
よ
く
分
る
。
た
だ
、
こ
の
団
体
は
イ
ス
ラ
ム
同

盟
と
は
異
な
り
、
政
治
運
動
は
行
わ
ず
に
社
会
・
教
育
活
動
の
み
に
専
念
し
た
。

そ
れ
が
た
め
、
政
庁
の
弾
圧
を
被
る
こ
と
も
な
く
、
運
動
は
順
調
な
発
展
を
続
け

た
。
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お
わ
り
に

　
極
め
て
皮
相
的
に
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
、
ス
ヌ
ッ
ク
＝
フ
ル
フ
ロ
ニ
エ
の

イ
ス
ラ
ム
政
策
と
、
彼
以
後
の
植
民
地
政
庁
の
対
イ
ス
ラ
ム
改
革
主
義
問
題
に
つ

い
て
検
討
し
て
き
た
。
ス
ヌ
ッ
ク
＝
フ
ル
フ
ロ
ニ
エ
の
政
策
は
、
イ
ス
ラ
ム
を
宗

教
と
政
治
に
区
別
し
、
宗
教
生
活
に
は
寛
大
さ
で
、
政
治
運
動
に
は
厳
し
い
態
度

で
臨
む
と
言
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
政
策
は
、
当
時
の
植
民
地
政
策
に
大
い
に

貢
献
し
、
以
後
の
イ
ス
ラ
ム
政
策
の
模
範
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
ス
ヌ
ッ
ク
＝
フ
ル

フ
ロ
ニ
エ
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
去
り
、
改
革
主
義
と
言
う
新
た
な
イ
ス
ラ
ム
の
潮

流
が
過
巻
き
始
め
た
時
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
そ
れ
に
対
処
す
る
有
効
な
手
段
を
持
ち

得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
検
討
し
た
限
り
に
お
い
て
は
、
今
一
つ
決
め
手
を

欠
い
て
い
た
よ
う
に
も
思
え
る
。
倫
理
政
策
と
言
う
自
尊
心
を
満
足
さ
せ
る
に
は

持
っ
て
こ
い
の
言
葉
を
錦
の
御
旗
に
掲
げ
な
が
ら
、
か
え
っ
て
そ
れ
に
拘
束
さ
れ

て
ジ
レ
ン
マ
に
陥
る
植
民
地
官
吏
遠
の
苦
悩
も
聞
こ
え
て
く
る
。
イ
ス
ラ
ム
改
革

主
義
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
問
題
に
対
応
を
迫
ら
れ
た
時
、
オ
ラ
ン
ダ
人
達
は
回
答

を
延
ば
せ
る
だ
け
延
ば
し
な
が
ら
時
を
稼
ぎ
、
解
決
策
を
模
索
し
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
過
激
な
政
治
運
動
に
訴
え
た
場
合
は
、
弾
圧
と
言
う
名
の
伝
家
の
宝

刀
を
抜
け
ば
よ
い
が
、
政
治
と
は
一
線
を
画
し
、
社
会
・
教
育
運
動
に
精
力
を
集

中
す
る
イ
ス
ラ
ム
の
改
革
主
義
団
体
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
に
と
っ
て
は
不
気
味
な
存

在
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
Ｄ
・
ヌ
ル
が
言
う
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ム
に
対
す
る
オ
ラ
ン

ダ
人
の
態
度
に
は
、
常
に
あ
い
ま
い
さ
が
つ
き
ま
と
う
。
イ
ス
ラ
ム
改
革
主
義
問

題
に
つ
い
て
は
、
特
に
そ
う
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
人
の
対
イ
ス
ラ
ム
改
革
主
義
観

も
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
、
強
い
て
言
え
ば
、
監
視
を
続
け
な
が
ら
の
待
ち

の
政
治
、
即
ち
、
4
w
a
i
t
a
乱
Ｓ
ｒ
政
策
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
最
後
に
、
本
稿
で
は
、
当
時
の
重
要
史
料
で
あ
る
メ
イ
ル
・
ラ
ポ
ー
ル
ト

　
（
ｚ
Ｒ
Ｉ
召
ｏ
Ｒ
）
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
考
察
が
極
め
て
不
十
分
に

終
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
冒
頭
で
も
断
っ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
イ
ス
ラ

ム
改
革
運
動
史
研
究
の
た
め
の
基
礎
的
研
究
の
一
つ
で
あ
る
の
で
、
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
筆
者
の
将
来
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　
〈
註
〉

（
Ｉ
）
『
地
域
研
究
講
座
・
現
代
の
世
界
⑤
・
東
南
ア
ジ
ア
』
、
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
社
、
昭
和
五
四

　
　
年
、
四
七
頁
。

（
２
）
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
今
永
清
二
「
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ム
教
と
そ

　
　
の
社
会
の
特
異
性
」
『
史
学
研
究
』
第
一
一
六
号
、
一
九
七
二
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３
）
Ｃ
・
ギ
ー
ア
ツ
『
二
つ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
－
モ
ロ
ッ
コ
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
ー
』
林

　
　
武
訳
、
岩
波
新
書
、
一
九
七
三
年
、
十
八
－
二
Ｉ
頁
。

（
４
）
パ
ド
リ
運
動
と
は
、
十
九
世
紀
初
頭
、
メ
ッ
カ
帰
り
の
三
人
の
巡
礼
者
が
ミ
ナ
ン
カ
バ
　
　
」

　
　
ウ
で
始
め
た
宗
教
改
革
運
動
で
、
改
革
者
と
土
着
の
慣
習
法
首
長
と
の
間
に
争
い
が
起
　
　
5
5

　
　
こ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
が
そ
れ
に
介
入
し
た
結
果
、
パ
ド
リ
戦
争
が
起
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
一

（
５
）
反
乱
の
最
も
大
き
な
も
の
は
、
バ
ン
テ
ン
の
反
乱
で
あ
っ
た
。
こ
の
反
乱
に
つ
い
て
は
、

　
　
サ
ル
ト
ノ
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
S
a
r
t
o
n
o
　
K
a
r
t
o
d
i
r
d
j
o
。
T
h
e
　
P
e
a
s
a
n
t
s
。

　
　
R
e
v
o
l
to
n
B
a
n
t
e
n
i
n
1
8
8
8
。
’
S
‐
G
r
a
v
e
n
h
a
g
e
‐
M
a
r
t
i
n
u
s

N
i
j
h
o
f
f
。

1
9
6
6
.

（
６
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
倉
沢
愛
子
「
動
員
と
統
制
１
日
本
軍
政
期
の
ジ
ャ
ワ
に
お
け
る

　
　
イ
ス
ラ
ム
宣
撫
工
作
に
つ
い
て
ー
」
『
東
南
ア
ジ
ア
・
歴
史
と
文
化
』
1
0
、
一
九
八
一
年

　
　
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
７
）
ブ
ス
ケ
『
蘭
領
東
イ
ン
ド
に
お
け
る
回
教
政
策
と
植
民
改
策
』
太
平
洋
協
会
編
訳
、
中

　
　
史
公
論
社
、
昭
和
十
六
年
、
六
六
－
六
七
頁
。

（
８
）
宮
武
正
道
「
東
印
度
の
回
教
裁
判
所
」
『
回
教
圈
』
第
六
巻
第
ハ
・
九
号
、
昭
和
十
七
年
、

　
　
四
九
－
五
〇
頁
。

（
９
）
『
世
界
大
百
科
事
典
・
2
7
』
平
凡
社
、
一
九
七
三
年
、
二
二
Ｉ
頁
。

「
1
0
JH
a
r
r
y
」
.
B
e
n
d
a
。
T
h
e

C
r
e
s
c
e
n
t

a
n
d
t
h
eR
i
s
i
n
g
S
u
n:
l
n
d
o
n
e
s
i
a
n

l
s
l
a
m

　
　
u
n
d
e
rt
h
eJ
a
p
a
n
e
s
e

O
c
c
u
p
a
t
i
o
n

l
9
4
2
‐
1
9
4
5
。

T
h
e
H
a
g
u
e
。
1
9
5
8
。
P
.
2
1
.

こ
‥
‥
］
）
l
b
i
d
.
。
I
）
・
函
・



（
1
2
）
l
b
i
d
.
］
）
・
旨

（
Ｂ
）
Ｊ
。
Ｈ
・
ブ
ー
ケ
『
ジ
ャ
ワ
村
落
論
』
高
橋
安
親
・
山
岸
祐
一
・
奥
田
咸
訳
、
太
平
洋
協

　
　
　
会
編
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
十
八
年
、
七
万
頁
。

（
1
4
）
H
a
r
r
yJ
.
B
e
n
d
a
。
o
p
.
c
j
t
.
。
p
.
2
4
.

（
1
5
）
ブ
ス
ケ
、
前
掲
書
、
七
七
百
。

（
1
6
）
ブ
ス
ケ
、
前
掲
書
、
二
八
頁
。

（
1
7
）
S
n
o
u
c
kH
u
r
g
r
o
n
j
e
｡
T
h
e

A
c
h
e
n
e
s
e
｡
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d

b
y
A
.
W
.
S
.
0
'
s
u
l
l
i
v
a
n
｡

v
o
l
.

　
　
　
I
I
。
L
e
y
d
e
n
。
1
9
0
6
｡
p
.
3
5
1
.

（
1
8
）
和
田
久
徳
・
森
弘
之
・
鈴
木
恨
之
『
東
南
ア
ジ
ア
現
代
史
Ｉ
総
説
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
』

　
　
　
山
川
出
版
社
、
昭
和
五
二
年
、
回
二
号
頁
。

（
1
9
∇
水
積
昭
・
間
苧
谷
栄
『
東
南
ア
ジ
ア
の
価
値
体
系
２
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
』
現
代
ア
ジ
ア

　
　
　
出
版
会
、
昭
和
五
四
年
、
一
〇
〇
百
。

（
2
0
）
｛
｝
r
.
A
.
D
.
A
.
D
ek
a
t
A
n
g
e
l
i
n
o
。
C
O
l
o
n
i
a
l
P
o
l
i
c
y
。
v
o
l
.
I
I
。
T
h
eH
a
g
u
e

　
　
　
M
a
r
t
i
n
u
sM
i
j
h
o
f
f
。
1
9
3
1P
P
.
3
3
6
‐
3
3
7
.

（
2
1
）
フ
ソ
ャ
ワ
の
キ
ャ
イ
豆
唇
」
（
『
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
権
力
構
造
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
石
田

　
　
　
雄
・
長
井
信
一
編
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
所
収
）
、
一
九
六
九
年
、
参
照
。

（
2
2
）
ブ
ス
ケ
、
前
掲
書
、
ハ
○
百
。

（
2
3
）
ブ
ス
ケ
、
前
掲
書
、
ハ
○
頁
。

（
2
4
）
D
e
l
i
a
r
N
o
e
r
｡
T
h
eM
o
d
e
r
n
i
s
t
M
u
s
］
i
mM
o
v
e
m
e
n
ti
n
l
乱
呂
ａ
Ｆ
芯
呂
‐
1
9
4
2
。

　
　
　
O
x
f
o
r
du
n
i
v
.P
r
e
s
s
≧
9
7
3
.
P
.
3
1
5
.

（
2
5
）
l
b
i
斤
P
.
3
1
5
.

（
2
6
）
B
e
w
e
k
td
o
o
rD
r
.S
.
L
.
v
a
n
D
e
r
W
a
l
。
H
e
t

O
n
d
e
r
w
i
j
s
b
e
l
e
i
d

i
n
N
e
d
e
r
l
a
n
d
s
‐

　
　
　
Ｉ
乱
n
!
1
9
0
0
‐
1
9
4
0
。
J
.
B
.
W
O
l
t
e
r
s

G
r
o
n
i
n
g
e
n
］
9
6
3
｡
P
.
5
0
8
.

（
2
7
）
ブ
ス
ケ
、
前
掲
書
、
四
二
頁
。

（
2
8
）
J
.
T
h
.
P
e
t
r
u
s
B
l
u
m
b
e
r
g
e
r
。
D
e

C
o
m
m
u
n
i
s
t
i
s
c
h
e

B
e
w
e
g
i
n
gi
n
N
e
d
e
r
‐

　
　
　
l
a
n
d
s
c
h
‐
l
n
d
i
l
!
。
H
a
a
r
l
e
m
。
1
9
2
8
。
P
P
’
↑
畠
‐
↑
烏
’

［
凹
］
）
木
村
宏
一
郎
「
サ
レ
カ
ッ
ト
・
イ
ス
ラ
ム
試
論
―
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
民
族
解
放
運
動
の
Ｉ

　
　
　
潮
流
－
」
「
歴
史
評
論
」
、
二
九
九
号
、
一
九
七
五
年
三
。
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
0
）
深
見
純
牛
「
初
期
イ
ス
ラ
ム
同
盟
（
一
九
一
　
一
－
十
六
）
に
関
す
る
研
究
中
」
回
国
方
文

　
　
　
化
』
第
三
輯
、
一
九
七
六
『
斤
目
ス
　
コ
ー
一
百
。

（
肌
）
岡
谷
論
文
、
Ｔ
）
四
百
。

（
3
2
）
同
前
論
文
、
コ
二
Ｉ
頁
。

（
3
3
）
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
二
十
世
紀
初
頭
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
農
民
反
乱

　
　
　
に
つ
い
て
」
『
史
学
論
叢
』
第
九
号
、
一
九
七
八
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
4
）
サ
リ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
永
積
昭
・
間
苧
谷
栄
、
前
掲
書
、
の
第
三
章
に
く
わ
し
い
。
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3
5
）
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l
f
i
a
n
｡
l
s
l
a
m
i
c

M
o
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e
r
n
i
s
m
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i
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h
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u
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a
m
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d
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j
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o
v
e
m
e
n
t
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u
r
i
n
g
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h
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u
t
c
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o
l
o
n
i
a
l
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r
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o
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1
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‐
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9
4
2
)
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W
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o
n
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i
n
。
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］
）
仁
9
6
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。
P
.
2
4
2
.

（
3
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）
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.
2
4
2
‐
2
4
3
.

（
3
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）
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i
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。
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）
・
Ｚ
ｗ
・

（
3
8
）
E
n
c
y
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o
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e
d
i
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v
a
n
　
N
e
d
e
r
l
a
n
d
s
c
h
‐
l
n
d
i
l
!
。
v
o
l
.
I
V
　
S
u
p
p
l
e
m
e
n
t
。
’
S
‐

　
　
　
G
r
a
v
e
n
h
a
g
e

M
a
r
t
i
n
u
s

N
i
j
h
o
f
f
。

1
9
3
2
。
P
.
9
1
4
.

（
3
9
）
A
l
f
i
a
n
。
o
p
.

c
i
t
.
。
l
）
公
？

（
4
0
）
｝
一
一
ら
｛
乱
Ｑ
乱
t
r
a
n
s
l
a
t
e
d

b
y
C
h
r
.L
.
M
.
P
e
n
d
e
r
s
。
l
n
d
o
n
e
s
i
a

:
S
e
l
e
c
t
e
d

　
　
　
Ｌ
）
o
c
u
m
e
n
t
s

o
n
（
い
o
l
o
n
i
a
l
i
s
m

a
n
d
　
N
a
t
i
o
n
a
l
i
s
m
　
1
8
3
0
‐
1
9
4
2
。
U
n
i
v
.
o
f

　
　
　
Q
u
e
e
n
s
l
a
乱
P
r
e
s
s
。
1
9
7
7
。
P
P
.
2
6
4
‐
2
6
5
.

-

4
1
）
｛
｝
色
目
Ｚ
呂
ｊ
ｏ
ｔ
・
り
斤
｝
）
・
Ｊ
↑
ｗ
・

－

42

－

メ
イ
ル
・
ラ
ポ
ー
ル
ト
に
つ
い
て
は
二
水
積
昭
「
オ
ラ
ン
ダ
文
書
館
」
『
史
学
雑
読
』
七

六
－
七
、
一
九
六
七
年
に
く
わ
し
い
。
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